
今後の環境測定分析統一精度管理調査のあり方について（分科会案） 

 

平成 23 年 月  日 

環境測定分析検討会 

 

 

１．これまでの取組及び成果 

 

 環境測定分析機関の環境測定分析に関する精度の向上及び信頼性の確保を目的として、環境

省は、昭和50年度から 「環境測定分析統一精度管理に関する調査」（以下「精度管理調査」とい

う。）を毎年継続して実施している。 

 精度管理調査は、地方自治体及び民間の環境測定分析機関の多数が参加する我が国で最大

規模の調査であること、長期的な計画に基づき幅広い試料や項目を対象としていること、分析方

法が確立されていないものや規定されて間がないものも対象としていること、分析結果のほか前

処理条件、測定機器の使用条件等までを含めた調査を行っていること、外れ値に関する調査も行

い、調査参加機関へ留意点として示していること、といった他の外部精度管理調査にはない優れ

た特徴を有している。 

 

 こうした取組の結果、最近では地方自治体及び民間の環境測定分析機関を合わせ 500 近い機

関が精度管理調査に参加しており、平成 22 年度に実施した精度管理調査に関するアンケート調

査では、調査参加機関の多くにおいて、「精度の確認ができた」、「分析技術の再確認、向上が図

られた」、「分析者の意識の向上、レベルアップが図られた」など、調査参加による効果が確認され

ている。 

 また、平成 19年度から平成 21年度までの調査における各年度の調査結果の内容をみると、良

好又は相応な精度との結果が得られており、これまで精度管理調査を継続的に実施してきたこと

による効果が確認できる。 

 さらに、精度管理調査により得ることができた膨大な資料は、測定分析手法の改定等にも活用

されてきた。 

  

 こうしたことから、精度管理調査の実施は我が国の環境測定分析機関における分析精度の向

上及び信頼性の確保に重要な役割を果たしてきたものと考えられる。 

  

 

２．現状及び課題 

 

 環境測定分析機関の分析精度向上等を巡る情勢は、精度管理調査を開始した当時に比べ、大



幅に変化している。 

 

 例えば、計量法（昭和26年法律第207号）に基づく特定計量証明事業者制度の創設や、環境省

におけるダイオキシン類環境測定調査受注資格審査の創設など、制度面での整備が大きく進展

したとともに、ISO17025 を始めとする国際的な認証の創設及びそれに基づく技能試験の実施など

の取組が行われている。 

 これまでの調査の結果、国際的な認証等を取得した環境測定分析機関については、取得してい

ない機関と比べ、分析精度において一定の水準が確保されていることが明らかとなっている。 

 

 しかしながら、各年度の精度管理調査における個別の調査項目では、不適切な分析操作による

外れ値のほか、計算間違い等による単純な外れ値も依然として多くみられている。こうした外れ値

の発生を抑制し、分析精度の一層の向上を図るため、国際的な認証等の取得を始めとした環境

測定分析機関の自主的な取組を推進する気運が高まっているが、調査参加機関におけるこれら

の取得状況については未だ低い割合にとどまっている。 

 

 また、地域の環境監視に重要な役割を担っている地方自治体においては、業務の効率化等を

背景として、近年、環境測定分析を民間の環境測定分析機関へ委託する事例が増加している。 

 これに伴い、外部委託先の検査ミス、分析結果における異常値の発生といった精度管理の問題

や、地方自治体内部において外部委託先からの検査結果を適正に確認できる職員が少なくなる

など、人事管理上の問題も発生している。 

 

 地方自治体の外部委託については、もとより地方自治体の裁量であるが、環境測定分析の信

頼性、大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）等の執行の安定性を確保するため、地方自治体

から委託を受けた民間の環境測定分析機関の分析精度の向上及び地方自治体の管理能力の確

保・向上に取り組むことが重要である。 

 

 １．で述べたように精度管理調査は、他の外部精度管理調査と比べ優れた特徴を有しており、

我が国の環境測定分析機関にとって、分析精度の向上のための重要な手段となっており、引き続

き、調査を実施する必要がある。ただし、精度管理調査の実施に当たっては、環境測定分析機関

の分析精度向上を巡る情勢の変化や、それに伴う調査参加機関の必要性等に適切に対応し、調

査試料、内容等の重点化を図り、より効果的なものとなるよう、不断の見直しを行っていく必要が

ある。 

 また、環境測定分析機関においても、精度管理調査に積極的かつ継続的に参加することにより、

自己の分析技術・手法を再確認する機会を確保することが望まれる。 

 

 更に、こうした取組の結果及び調査参加機関の動向等を適切に把握しつつ、調査実施主体など



調査全体の枠組も含めた、精度管理調査の将来像についても検討を行う必要がある。 

 

  

３．重点的な取組 

 

 環境測定分析機関の分析精度向上等を巡る情勢の変化や、それに伴う調査参加機関の必要

性等に対応し、平成 23 年度から平成 27 年度までの期間（以下「計画期間」という。）においては、

次に掲げる事項について、重点的な取組を行うこととする。 

 

（１）地方自治体の環境測定分析機関への支援 

 地方自治体における環境測定分析能力を維持するためには、地方自治体において環境測定

分析業務に関する知識・経験を有する職員の育成・確保が必要である。また、外部委託結果の

分析精度を確保するためには、地方自治体から委託を受けた環境測定分析機関において、よ

り適切な精度管理が行われる必要がある。 

 地方自治体におけるこうした取組を支援するため、地方自治体等の必要性に応じた調査試料

の重点化等を行うことにより、環境測定分析機関が精度管理調査を一層利用しやすくする取組

を行う。 

 また、公定法等に書かれていない分析手法に関するノウハウ等が分析担当者間で受け継が

れるとともに、調査結果において分析上の留意点として明示された情報が環境測定分析機関

の内部において共有されるため、分析結果の解説、評価といった面で改善等を行う。 

 

 （２）調査結果の積極的な活用 

 精度管理調査によって得られた貴重な知見は、これまでも環境省が公定法の改定等を行うに

当たり、全国の環境測定分析機関における分析方法の実態や、精度を確認するための情報を

収集する貴重な手段として活用されてきたところである。 

 こうした情報を一層有効に活用し、分析手法の改善に結びつける取組や、分析上の留意点等

に関する情報を積極的に開示する取組を強化することによって、環境測定分析機関における

分析精度の向上を図る必要がある。 

 このため、精度管理調査の結果を踏まえ、公定法の改定等へ向けた「提言」を行う等により、

調査結果を積極的に活用する。 

 

 

４．計画期間における実施内容 

 

 精度管理調査を効果的・効率的に実施するため、上記の重点的な取組等も踏まえ、計画期間に

おける実施内容等は、次のとおりとする。 



 

（１）調査の実施 

① 各年度の調査試料については、行政上の必要性、環境測定分析技術等を定期的・継続的

に把握するという目的及び計画期間の重点課題を踏まえ、以下の区分及び試料数とし、重

点的に実施する。なお、各年度の調査試料及び項目は概ね調査計画（別紙１）のとおりとし、

各年度の調査実施に当たり別に定める。 

・ 環境測定分析機関において、分析の頻度が高い一般項目等を中心とした試料を優先

的に実施する基本精度管理調査 １試料 

・ 環境省において、公定法の策定等を目的として試料を選定し実施する高等精度管

理調査 １試料 

・ 前年度の調査結果を踏まえた追跡調査を実施する必要がある場合、又は緊急に調査を

行う必要がある場合等において追加して実施する調査 １試料 

② 環境測定分析の国際化や分析精度に対する一般的な信頼性を維持するため、分析方法

については、公示法の他、環境省のマニュアル、JIS、ISO 等の規格・基準に基づいた方法を

推奨する。 

 

（２）解析・評価 

① 解析・評価は、いわゆる共通解析（別紙２）による。 

② 分析上の留意点を把握することにより、環境測定分析機関の分析精度向上を図るため、極

端な分析結果（外れ値等）を出した調査参加機関及び測定項目を対象とした記録書類（分析

条件、クロマトグラム等）の精査、アンケート調査を実施する。また、外れ値等を除いた結果を

対象とした分散分析（分析条件等による要因解析）等を実施する。それらの結果、特定され

た誤差要因、それらの要因に基づく分析手法の改善又は分析手法上の留意点は、調査結果

報告書に記載する。また、調査参加機関を対象とする調査結果説明会（以下「説明会」とい

う。）を開催し、その内容を具体的かつ重点的に解説する。 

③ 精度管理調査により得られた情報を積極的に活用するため、解析・評価の結果、分析方法

等の検討又は改定等を行うことにより、適切な環境測定分析に資すると思慮する場合は、調

査結果報告書にその内容を記載するほか、環境測定分析検討会において、必要に応じ、環

境省水・大気環境局長に対し意見を述べる。 

④ 調査参加機関が、自らの分析結果の客観的な評価に基づき、分析精度のさらなる向上を

図ることができるよう、分析結果に対する評価等を行う。 

 

（３）調査結果の公表等 

① 調査参加機関等における調査結果の積極的な活用を図るため、調査結果は報道発表、精

度管理調査ウエッブサイト（http://www.seidokanri.go.jp。以下「ウエッブサイト」という。）への

掲載等により積極的な公表を行うとともに、説明会において解説を行う。 



② 地方自治体における環境測定分析技術の向上を支援するため、全国環境研協議会との共

催により、地方自治体の環境測定分析機関及び環境行政を担当する職員を対象とするブロ

ック会議を開催する。 

 

（４）その他 

① 調査結果の早期公表に資するため、ウエッブサイトによる分析結果の回収を引き続き促進

する。また、調査参加機関に対する適切な情報提供等に資するため、ウエッブサイト掲載内

容の充実、利用環境の改善等を図るとともに、ウエッブサイトにおいて、調査参加機関からの

本調査の解析・評価結果に関する質問の受付及びそれに対する回答を行うため、必要な体

制を整備する。 

② 地方自治体等における環境測定分析技術の向上等に資するため、環境省環境調査研修

所が実施する研修等に対し協力を行う。 

 

 

５．その他 

 

（１）計画期間中の見直し 

 諸情勢の変化に応じ、精度管理調査を効果的に実施するため、計画期間中の実施内容につ

いては適宜見直しを行う。 

 

（２）取組状況のフォローアップ 

① 各年度の取組状況について、毎年度、調査参加機関を対象としてアンケート調査を実施す

るとともに、各年度の調査終了後、その内容等も踏まえ取組状況に関する評価を実施し、公

表する。 

② 計画期間終了までの間に、計画期間中の取組状況に関する評価を実施し、次期計画期間

における取組の検討に反映させる。 



調査計画 （別紙１）

平成22年度（参考） 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

BOD、COD、全窒素等
(模擬水質試料)

金属類等
(模擬水質試料)

BOD、COD、全窒素等
(模擬水質試料)

栄養塩類、金属類等
(実試料)

栄養塩類、金属類等
(実試料）

NOx, SOx等
(模擬ガス試料)

金属類等
（実試料(廃棄物、生物
等)）

要監視項目、要調査
項目等
(模擬水質試料)

（追跡調査） 要監視項目、要調査項
目等
(模擬水質試料)

（追跡調査）

ＰＣＢ
（実試料（底質））

フタル酸エステル等
有機化合物等
(実試料)
（追跡調査）

（追跡調査） フタル酸エステル等
有機化合物等
(実試料)

有害大気汚染物質等
(模擬大気試料等) 有害大気汚染物質等

(模擬大気試料等)

（追跡調査）

ダイオキシン類
(実試料（廃棄物））

（追跡調査）

基
本
精
度
管
理
調
査

水質・地下水試料

土壌・底質試料

大気試料

高
等
精
度
管
理
調
査

生物、その他試料

水質・地下水試料

大気試料

土壌・底質試料

生物、その他試料



（別紙２） 

 

共通解析アプローチの基本的な考え方の概要 

 

 

１．極端な分析結果（外れ値等）の要因の解析・評価結果とその概要 

 外れ値等により棄却された分析結果について、記録書類（分析条件、クロマトグラム、検量線等）

を精査するとともに、アンケート調査を行って、外れ値等となった要因を調べ、以下の解析・評価を

行う。 

（1）全体的な棄却原因の傾向に関する解析・評価 

 外れ値等の分布の状況（低値側に偏っている、高値側に偏っている等）と、そのことから考えられ

る分析方法における問題点や留意事項等としてとりまとめる。 

（2）個別分析結果の棄却原因に関する解析・評価 

 個々の分析結果の棄却原因を集計し、棄却原因ごとに改善に向けた対応を示し、これらの外れ値等

を出さないために必要な留意事項としてとりまとめる。 

 

２．要因別の解析・評価結果の概要 

 外れ値等を棄却した後の分析結果について要因解析を行い、統計的に有意な差が生じた場合には、

そのことから考えられる分析方法における問題点や留意事項としてまとめる。 

 なお、解析において取り上げる要因は、詳細は分析項目ごとに異なるが、概略以下のとおりである。 

 ○分析機関の客観情報に関すること 

  (分析機関区分、国際認証取得状況) 

 ○分析者の経験に関すること 

  (昨年度分析の検体数、経験年数等) 

 ○室内測定精度、室内測定回数に関すること 

 ○分析手法に関すること 

  (試料分取量、測定方法、その他測定条件) 

 

３．総括評価・今後の課題 

（1）総括評価 

 １及び２の解析・評価結果を踏まえ、過去の解析・評価結果との比較、他の類似の分析項目との比

較なども交えながら総括評価を行う（概念図は参考を参照）。 

（2）今後の課題 

 一定の改善の可能性が示唆される分析項目などに関しては、どのように調査スペックを限定して追

跡調査をすれば正確さ(真値との相違)やばらつきが改善されるかについても、可能な範囲で言及する。 



（参考） 

 

共通解析アプローチの概念図 

 

 
極端な分析結果の特定 

 

  
   

 
 
 
 
 

極端な分析結果となった要因の特定
・記録書類の精査 
・アンケート調査 

 
 
 
 

要因解析 
（極端な分析結果を除く分析結果） 

    
    

  
 評価 

・分析方法の問題点 
・分析上の留意点等 

 
 

･過去の結果 
･類似項目の結果   

  
 

総括評価 
・分析方法の改善 
・追跡調査の必要性 

  
 

 
 


